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議案第１６号

福岡空港未来基金条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２０日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，福岡空港及びその周辺地域の振興と活性化に資するため，基

金を設置し，及び管理する必要があるによる。

福岡空港未来基金条例

　（設置）

第１条　福岡空港及びその周辺地域の振興と活性化に資するため，福岡空港未来基金（以下

「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金には，福岡空港ビルディング株式会社の株式を譲渡することによって得られた

収入のうちの一部及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第７項の規定によ

り保管するほか，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生じる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上し，基金に積み立てる

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間及び利率を

定めて，基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

　（処分）

第６条　市長は，基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは，これを処分す
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ることができる。

　（委任）

第７条　この条例に定めるもののほか，基金の管理に関し必要な事項は，市長が定める。

　　　附　則

　この条例は，平成２９年３月１日から施行する。




